
報告第１３号 

 

     専決処分事項報告について（和解及び損害賠償の額の決定）  

 

 次の事項について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項並び

に市長の専決処分事項の指定について（昭和５３年１２月２２日議決）第１項及び第

２項の規定により、専決処分したので、地方自治法第１８０条第２項の規定により報

告する。  

 

  専決処分書写……別記 

 

   令和６年９月２日提出 

 

 

                       交野市長  山  本  景 

 

 

  和解及び損害賠償の額を定めるについて  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（写） 

６専第５号  

 

専  決  処  分  書  

 

 次のとおり、和解及び損害賠償の額を定めるにつき、地方自治法（昭和２２年法律

第６７号）第１８０条第１項並びに市長の専決処分事項の指定について（昭和５３年

１２月２２日議決）第１項及び第２項の規定により専決処分する。  

 

１ 内   容  市は相手方に、金８，９３４円を支払う。  

２ 相 手 方  住  所             

氏  名       

３ 示 談 日  令和６年８月２０日  

４ 事 案 概 要     令和６年１月１７日（水）午後５時１５分頃、交野市私部４丁

目５０番９号付近Ｔ字路交差点において、公用車が直進していた

ところ、相手方車両が公用車と同一進行方向に左折しようとした

際に、相手方車両右前方部が公用車左後方部に接触し、双方の車

両が破損したもの。 

なお、事故の責任割合は、本市１０％、相手方９０％とし、そ

れぞれ相手方損害額のうち、その責任割合に応じた額を負担する。          

５ そ の 他  相手方損害額              ８９，３４２円 

          上記額のうち、本市責任額（１０％）   ８，９３４円                    

市損害額                １８８，１１１円       

上記額のうち、相手方責任額（９０％）１６９，３００円   

対物共済保険              ２７，７４５円  

         市持出額                     ０円  

 

令和６年８月２０日  

交野市長  山 本  景  


